
社協の保険の手引ふれあいサロン・
社協行事傷害補償

平成22年度社会福祉協議会専用

全 国 社 会 福 祉 協 議 会社会福祉
法　　人

http://www.fukushihoken.co.jp
ご加入手続きは、簡単便利なインターネットから!

ふくしの保険 検  索 検  索 

〔ご注意〕別冊の「社協の保険、ふれあいサロン・社協行事傷害補償　約款集・重要事項説明書」（3月中旬頃送付予定）もあわせてご覧ください。

補償期間（保険期間）：平成22年4月1日（午前0時）～平成23年3月31日（午後12時）
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「社協の保険」と「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」の特色

社会福祉協議会専用の団体契約です

■本制度は、全国社会福祉協議会が保険会社と一括して保険契約を行う団体契約です。

■社会福祉協議会の業務内容に即した補償内容となっています。

簡単な手続きで加入できます http://www.fukushihoken.co.jp

■インターネットまたは加入依頼書により簡単な手続きで加入できます。本制度は4月1日から3月31日

までの補償期間です。また、毎月いつでも中途加入できます。

3つのプラン（7つの補償）を自由に組み合わせて加入できます

■「社協の保険」はプラン1－①賠償補償、プラン1－②個人情報漏えい対応補償やプラン2－①社協役

員・職員の業務中の傷害補償などを自由に組み合わせて加入することができます。

プラン1ー①「総合補償タイプ」は、社協活動に必要不可欠な保険です

■プラン1－①賠償補償の「総合補償タイプ」は、社協が行う全ての業務が補償対象となります。

例えば、デイサービスセンター、在宅福祉サービス、居宅介護支援事業、ボランティア活動の推進事業、

日常生活自立支援事業、社協事務所の管理および社会福祉施設の運営などが包括的に補償され、加入後、

新規の事業が追加された場合も自動的に補償対象となります。

■プラン1－②「個人情報漏えい対応補償」は、社協が取り扱う個人情報が漏えい、または漏えいのおそ

れがある場合に補償対象となります。マスコミ対応費用、通信費用、見舞費用なども対応に必要な費用

として補償されます。
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社協の保険社協の保険
3～26ページ

ふれあいサロン・社協行事
傷害補償

ふれあいサロン・社協行事
傷害補償
33～34ページ

プラン1－①　賠償補償
②　個人情報漏えい対応補償

プラン2－①　社協役員・職員の業務中の傷害補償
②　社協役員・職員の業務中の感染症補償
③　施設利用者の傷害補償

プラン3－①　什器・備品の損害補償
②　現金・貴重品の損害補償

社協が行うふれあいサロンや行事中にその参加者が被った

ケガを補償します。また開催場所までの往復途上の事故も

対象となります。

平成22年度の改定内容

・プラン2－③　施設利用者の傷害補償：Cタイプ（入所型施設）の保険料を引き上
げました。

・プラン3－①　什器・備品の損害補償：保険料を最大約7.6％引き下げました。
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（P5～10）

賠償補償
総合補償タイプは、日常生活自立支援（権利擁護）事業を含め社協の全ての業務を対象として社協およびその
役員・職員が業務遂行上の事故により、第三者の身体または財物に損害を与えたことにより法律上の損害賠
償責任を負った場合を補償します。
日常生活自立支援事業限定タイプは、日常生活自立支援（権利擁護）事業に限定して補償します。

社協役員・職員の業務中の感染症補償
社協の役員・職員が業務に従事している間に疾病（ウイルス肝炎・結核・皮膚感染症など）に感染し、死亡・4日以上入
院または4日以上通院した場合、社協がその役員・職員に対して支払った補償金に対して保険金をお支払いします。
＊役員・職員は、常勤・非常勤を問いません。

（P23～24）

什器・備品の損害補償（借用建物への賠償補償）
社協の所有する什器・備品に生じた損害を事務所内外の事故を問わず補償します。
新価基準かつ損害額の実額での補償となります。また、損害が生じた什器・備品の代替品のリース・レンタ
ル費用や失火見舞金なども補償されます。さらに、社協が借用する建物に損害を与え、建物所有者に対して
法律上の損害賠償責任を負った場合の補償も選択できます。

（P25～26）

現金・貴重品の損害補償
社協の所有する現金・貴重品ならびに社協が第三者から預かる現金・貴重品について社協の法律上の損害賠
償責任の有無にかかわらず、保管中・輸送中の盗難・火災による損害を補償します。
（貴重品は水濡れなどの汚損・破損事故も補償されます）

プラン
2－�
プラン
2－�

（P21～22）

施設利用者の傷害補償
福祉施設利用者の急激・偶然・外来の事故によるケガを補償します。
通所型施設、不特定多数利用施設、入所型施設を選択できます。

プラン
1－�
プラン
1－�

（P11～14）

個人情報漏えい対応補償
個人情報が漏えいした、または漏えいのおそれがあることに起因して社会福祉協議会が法律上の損害賠償
責任を負った場合に補償します。また、漏えい発生時の対応に必要な見舞費用やマスコミ対応費用なども
補償します。

（P17～20）

プラン
2－�
プラン
2－�

（P15～16）

社協役員・職員の業務中の傷害補償
社協の役員・職員および受入実習生などが業務に従事している間（往復途上も含みます。）の急激・偶然・外
来の事故によるケガを補償します。
＊役員・職員は、常勤・非常勤を問いません。

※詳細については5ページ以降の各ページ、および別冊の「約款集・重要事項説明書」（3月中旬頃送付予定）をご覧ください。
※補償期間などの共通事項は、37ページの取扱要領に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
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補償金額・保険料一覧

プラン2－① 社協役員・職員の業務中の傷害補償 5口限度 プラン2－② 社協役員・職員の業務中の感染症補償

傷害補償（1口あたり）

死亡・後遺障害保険金 245万円

入 院 保 険 金 日 額 3,000円

30,000円

手　術　保　険　金 60,000円

120,000円

通 院 保 険 金 日 額 1,000円

保険料（役員・職員1名・1日あたり） 5円

感染症補償

死　　　　　　亡 100万円

入院15日以上 5万円

入院 8日～14日 3万円

入 院 4日～7日 2万円

通 院 4 日 ～ 1万円

保険料（役員・職員1名・1日あたり） 1円

プラン3－① 什器・備品の損害補償（借用建物への賠償補償）（1構内あたり）

補　償　内　容
借用建物への賠償補償なし 借用建物への賠償補償あり

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ

什 器・備 品（自己負担額1万円） 100万円 1,000万円 100万円 1,000万円

営 業 継 続 費 用 100万円 100万円 100万円 100万円

失 火 見 舞 費 用 20万円 200万円 20万円 200万円

借用建物賠償（自己負担額1千円） ー ー 3,000万円 3,000万円

建具修理費用（自己負担額3千円） ー ー 100万円 100万円

年 間 保 険 料（1構内あたり） 3,650円 17,100円 10,870円 24,320円

プラン3－② 現金・貴重品の損害補償（1構内あたり）50口限度

プラン1－① 賠償補償【総合補償タイプ・日常生活自立支援事業限定タイプ】

補　償　内　容 Aタイプ Bタイプ Cタイプ

対人・対物＆人格権侵害補償 3,000万円 1億円 2億円

保 管（ 受 託 ）物 賠 償 100万円

初期対応費用・訴訟対応費用 500万円

対人見舞費用
死　　亡 10万円

入　　院 3万円
1事故10万円・期間中50万円限度

通　　院 1万円

非所有自動車の 対　　人 1名　5,000万円・1事故　2億円

賠償補償 対　　物 1事故　1,000万円

ケアマネジメント事業による
経済的損害賠償補償※1

1事故・期間中　100万円

経済的損害賠償補償 1事故　100万円・期間中　500万円

年間保険料（1名あたり）※2 1,130円 1,660円 1,820円

現金・貴重品の損害補償（1口あたり）

保 管 中 ・ 輸 送 中 10万円

年間保険料（1構内あたり） 400円

プラン2－③ 施設利用者の傷害補償 10口限度

傷害補償（1口あたり）

死亡・後遺障害保険金 100万円

入 院 保 険 金 日 額 800円

手　術　保　険　金 8,000円・16,000円・32,000円

通 院 保 険 金 日 額 500円

Aタイプ 年間保険料 通所型（定員1名あたり） 960円

Bタイプ 保　険　料 不特定（利用者1名・1日あたり） 5円

Cタイプ 年間保険料 入所型（定員1名あたり） 1,410円

プラン1－② 個人情報漏えい対応補償（社協単位でのご加入をお願いします。また、日常生活自立支援事業分のみなど、事業を限定して加入することはできません。）

加

入

内

容

タイプ

支　払
限度額

自己負担額および
縮小てん補割合

自己負担額：
なし（賠償責任・費用とも）
縮小てん補割合：
賠償責任100％／費用90％

賠償責任

費　　用

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

3,000万円 5,000万円 1億円

100万円 200万円 300万円

※1日常生活自立支援事業限定タイプにはケアマネジメント事業による経済的損害賠償補償はセットされておりません。
※2保険料の算出方法は6ページ、8ページをそれぞれご覧ください。

総収入金額 年間保険料（1社協あたり）

（消費税込み） Aタイプ Bタイプ Cタイプ

1億円未満 27,000円 28,000円 32,000円

1億円以上～2億円未満 36,000円 40,000円 46,000円

2億円以上～5億円未満 50,000円 57,000円 66,000円

5億円以上～10億円未満 64,000円 74,000円 76,000円

以降5億円ごとの加算額 4,000円 5,000円 7,000円




